
聖籠町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一部を

改正する条例をここに公布する。  

  平成３０年３月１６日  

                  聖籠町長 渡邊 廣吉  

聖籠町条例第１６号  

   聖籠町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例の一

部を改正する条例  

 聖籠町消防団員の定員、任免、給与、服務等に関する条例（昭和４

１年聖籠町条例第９号）の一部を次のように改正する。  

 第２条中「３３５人」を「２６５人」に改める。  

 第１３条第１項中「機関整備の場合１回につき １，０００円」を

削り、同条第２項中「小型動力ポンプ積載車」を「小型動力ポンプ付

軽積載車」に、「２，０００円」を「１，０００円」に改める。  

   附 則  

 この条例は、平成３０年４月１日から施行する。  


